
日　　時

場　　所

講  　師

　　　　　長野県中信労政事務所
　　　　　　電話 0263-40-1936 　 FAX　0263-47-7828

　　　　　　　メール　 chushinrosei@pref.nagano.lg.jp

　　〒390-0852　松本市大字島立1020　松本合同庁舎内

 　　裏面の申込書をFAX、または、同内容が記載されたメールを送信して下さい

主催 ：長野県中信労政事務所　　後援：松本市　　　【厚生労働省委託事業】

令和６年10月２日（水）

　　　13：30～15：50　（受付開始13:00）

松本合同庁舎 5階 502会議室

COCORO社会保険労務士法人

　特定社会保険労務士　齋藤 直登 氏

事業主、人事労務担当者、労働組合役員等、職場に

おいて労務管理に携わる皆さま向けのセミナーです。

年収の壁

申込先

電話でもお受けします

配偶者手当と
賃金制度の見直し
セミナー

の内容

①配偶者手当の見直しと

年収の壁への対応・支援策
未婚率の上昇や共働き世帯の増加により、伝統的

な配偶者手当の支給は減少傾向にあります。この

手当を見直してみませんか。また、女性の活躍を

妨げる一要素になっている年収の壁への対応も。配偶者手当の支給は減少傾向！

希望する働き方はジョブ型が約７割！

CHUTARO

やさしく

解説！

セミナー

②職務給（ジョブ型）の

メリットと導入手順
従来のメンバーシップ型雇用に、それぞれ

の企業にアレンジした職務給（ジョブ型）の

要素を取り入れてみませんか？ 中途採用

や非正規雇用が増える中、従業員が納得で

きる賃金体系が用意できます。

の

ご案内

収入制限あり（全体）

収入制限（103万円）
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ン
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ー
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プ
型

ジ
ョ
ブ
型

2023年7月

第１回労務管理改善リーダー研修

参加費無料

セミナー



配偶者手当と賃金制度の見直し

電話番号

ＦＡＸ

※記載いただいた個人情報は、中信労政事務所が、セミナーの開催に関する目的以外には使用しません。

FAX　0263-47-7828

長野県中信労政事務所　行

職名

事業所名又は団体名

メールアドレス

【労務管理改善リーダー研修（R６.10.２）受講申込書】

労働者と使用者の別

□労働者　　□使用者　　□一般

□労働者　　□使用者　　□一般

氏名

□労働者　　□使用者　　□一般

会場のご案内

松本合同庁舎

 【主催者からのお願い】 

会場の駐車場に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

 松本・島内線（旧タウンスニーカー西コース）「合同庁舎」下車 


